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神奈川における福祉オンブズパーソン活動と社会福祉施設
　県内の社会福祉施設では、1990年代以降、地域ネッ

トワーク型の福祉オンブズパーソン（以下、ＯＰ）活動

が活発に展開されています。

　ＯＰ活動の目的は、福祉サービス利用者の声や要望を

聞く中から、徹底的に利用者の側に立ち、利用者本人が

本人らしく生きるための権利を擁護し、ノーマライゼー

ション社会を実現することにあります。

　これらＯＰ活動が広がりを見せる中、施設等の現場で

権利擁護に対する意識がどのように変化したのか、ＯＰ

活動の課題等を明らかにし、評価することの必要性が高

まりました。

　今回の特集では、平成15年度に本会が実施した「福祉

施設等福祉オンブズパーソン活動調査」の概要をお伝え

いたします。

　

高
齢
化
社
会
の
進
行
や
ノ
ー
マ
ラ
イ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
が
広
が
る
中
、
施

設
で
は
Ｏ
Ｐ
に
よ
る
利
用
者
の
権
利
擁

護
活
動
が
展
開
さ
れ
、
現
在
県
内
で
は

十
二
の
団
体
が
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

本
県
で
は
、「
湘
南
ふ
く
し
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
」（
Ｓ
ネ
ッ
ト
）を
始
め
と
す
る
、

地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
Ｏ
Ｐ
活
動
に

そ
の
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
は
、
単
独
の
施
設
で
課
題
を
自
己

完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
複
数
の
施
設

が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
図
る
こ
と
に
よ

り
、
地
域
社
会
を
基
盤
と
し
た
利
用
者

の
生
活
を
構
築
し
て
い
く
と
い
う
意
味

で
、
そ
の
意
義
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

一
方
で
、
神
奈
川
県
知
的
障
害
施
設

団
体
連
合
会
に
よ
る「
あ
お
ぞ
ら
マ
ン
」

の
活
動
も
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
利
用
者
か
ら
の
相
談
を

直
接
受
け
る
活
動
を
行
う
と
同
時
に
、

利
用
者
懇
談
会
の
実
施
や
「
あ
お
ぞ
ら

宣
言
」（
知
的
障
害
施
設
利
用
者
権
利
宣

言
）
を
行
う
な
ど
、
権
利
擁
護
の
先
駆

的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
活
動
の
さ
ら
な
る
発
展
に

向
け
、
県
域
の
横
断
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
で
あ
る
「
か
な
が
わ
福
祉
オ
ン
ブ
ズ

パ
ー
ソ
ン
協
議
会
」
の
組
織
化
も
検
討

さ
れ
て
い
ま
す
。　

　

こ
の
よ
う
な
中
、
Ｏ
Ｐ
活
動
が
施
設

か
な
が
わ
の
Ｏ
Ｐ
活
動
と
権
利
擁
護

に
ど
の
よ
う
な
効
果
や
影
響
を
も
た
ら

し
た
の
か
、
評
価
を
行
う
必
要
性
が
高

ま
り
ま
し
た
。

調
査
の
目
的
と
内
容

　

今
回
の
調
査
で
は
、
Ｏ
Ｐ
活
動
を
導

入
し
て
き
た
施
設
の
権
利
擁
護
意
識
の

評
価
や
、
Ｏ
Ｐ
活
動
の
活
動
実
態
と
課

題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

Ｏ
Ｐ
活
動
を
導
入
し
て
い
る
施
設
及
び

県
知
的
障
害
施
設
団
体
連
合
会
会
員
施

設
の
施
設
長
・
一
般
中
堅
職
員
・
Ｏ
Ｐ

協
力
員
（
Ｏ
Ｐ
担
当
職
員
）
を
対
象
に

実
施
し
ま
し
た
（
対
象
数
五
百
二
十
五

人
、
回
答
数
二
百
九
十
六
人
）。

　

調
査
項
目
は
大
き
く
次
の
三
つ
に
分

か
れ
て
い
ま
す
。

①
施
設
職
員
の
権
利
擁
護
意
識
等
に
つ

い
て

②
Ｏ
Ｐ
活
動
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て

③
あ
お
ぞ
ら
マ
ン
に
対
す
る
評
価
に
つ

い
て

施
設
職
員
の
権
利
擁
護
意
識
に
つ
い
て

　

社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革
に
端
を
発

す
る
、
利
用
者
の
権
利
擁
護
シ
ス
テ
ム

等
に
関
し
、
苦
情
解
決
や
成
年
後
見
制

度
な
ど
の
周
知
度
・
活
用
度
に
関
す
る

質
問
項
目
で
は
（
図
１
）
の
よ
う
な
結

果
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

　

回
答
か
ら
、
事
業
の
周
知
度
は
運
営

適
正
化
委
員
会
の
周
知
度
を
除
き
、
八

割
を
超
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
取
り
組
み
か
ら
日
が
浅
い
に
も
関

わ
ら
ず
、
周
知
の
高
さ
が
目
を
引
く
一

方
で
、
そ
れ
ら
の
活
用
に
つ
い
て
は
、

内
容
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

施
設
内
の
苦
情
受
付
担
当
者
を
知
っ

て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
全
体
の
九
五

･
六
％
が
「
知
っ
て
い
る
」、
第
三
者
委

員
に
つ
い
て
は
七
八
・
七
％
が
「
知
っ

て
い
る
」
と
答
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
利
用
者
に
対
し
て
苦
情
解
決

制
度
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
か
に
つ
い

て
は
、
九
〇
・
二
％
が
「
行
っ
た
」
と

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

事
業
者
内
の
苦
情
解
決
の
仕
組
み
に
つ

事
業
者
内
苦
情
解
決
制
度
の
浸
透
状
況

（図１）権利擁護関連８事業の周知について


